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大規模買付行為への対応方針に関するお知らせ 

 

周知のとおり、昨今、上場会社に対するいわゆる敵対的買収及びこれに対する対応

策が議論されております。当社はこれまで、大阪証券取引所に上場する企業として、

かかる問題について鋭意検討してまいりましたが、今般、特定株主グループ(注1)の議

決権割合(注2)を20％以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は

結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為

(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、本日時点で議決

権割合が20％以上の特定株主グループに属する者による買付行為及びあらかじめ当社

取締役会が同意した者による買付行為を除きます。以下、かかる買付行為を「大規模

買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に対す

る対応方針をとりまとめ、本日開催された当社取締役会において、以下のとおり決定

いたしましたので、お知らせいたします。上記対応方針を決定した当社取締役会には、

社外監査役2名を含む当社監査役3名が出席し、いずれの監査役も、上記対応方針の具

体的運用が適正に行われることを条件として、上記対応方針に賛成する旨の意見を述

べました。 

注1 ：特定株主グループとは、 

(i)  当社の株券等(証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。) の保有者

(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)

及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に

基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)並びに当該保有者

との間で又は当該保有者の共同保有者との間で保有者・共同保有者間の関係と類似し

た一定の関係にある者（以下「準共同保有者」といいます。）又は、 

(ii) 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等(同法

第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引

所有価証券市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同

法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。) 

を意味します。 

会社名   株式会社日住サービス 

代表者名 代表取締役社長 鈴木恭輔 

ｺｰﾄﾞ番号 8854 

上場取引所 大証 

問合せ先 常務取締役管理担当 

山﨑 英雄 

ＴＥＬ 06－6343－1956 
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注2 ：議決権割合とは、 

(i)  特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、①当該保有者の株券等保有割合（証券

取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、

当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいま

す。以下同じとします。）も計算上考慮されるものとします。）と、②当該保有者の

準共同保有者の株券等保有割合とを合わせた割合（但し、①と②の合算において、①

と②との間で重複する保有株券等の数については、控除するものとします。）又は、 

(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者

の株券等所有割合（同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の

合計 

をいいます。 

各株券等保有割合及び各株券等所有割合の算出に当たっては、発行済株式の総数（同法第

27条の23第4項に規定するものをいいます。）及び総議決権の数（同法第27条の2第8項に

規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告

書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

注3 ：株券等とは、証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。 

 

１．大規模買付ルールの必要性 

当社は、変化に挑む経営、社会的使命を担う経営を理念として昭和51年に設立さ

れ、本年1月に創業30周年を迎えた、不動産に関する流通、情報サービスの会社であ

り、不動産の売買及び賃貸借の仲介を中心に、不動産の売買、賃貸、建設、改装、

賃貸管理、鑑定、住宅ローン取次、保険代理等の関連業務を営んでおります。 

当社は、お客様第一主義の下、不動産に関するトータルサービスを安全、確実、

迅速、丁寧に提供し、お客様の資産構築のお手伝いをすること、また住生活の夢の

実現を支援すること、もって地域社会に貢献することを創業時より経営の基本方針

として参りました。そして、そのような基本方針の下、法令を遵守しつつ、お客様

の立場で共に考えてコンサルティングし、不動産に関する様々なサービスを提供で

きる従業員を育成することに努めており、これらを実践する従業員が当社のかけが

えのない財産であると考えております。これらの実践を通して形成された不動産取

引のノウハウやシステムは、地域社会にも支持されて、当社は、京阪神を中心に近

畿2府2県（大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県）に43店舗を展開するに至り、大き

な信頼と信用を築いて参りました。 

当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主価値を維持し、向上させるには関

連業務を含めた現在の事業を行い、店舗網を維持・拡大する必要があると考えてお

ります。そのためには、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーと

の間に築かれた信頼関係を維持することが不可欠であり、これらのステークホルダ

ーとの関係について経営陣の考え方に関する十分な情報なくしては、株主の皆様が

将来実現することができる企業価値ひいては株主価値を適切に判断することはでき
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ないものと考えております。当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売

買を認める以上、特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否か

は、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきもので

あると考えます。また、突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提

示する当社株式の取得対価が妥当かどうかなど大規模買付者による大規模買付行為

の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者及び当

社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であるとも考

えます。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを考える株主の皆様に

とっても、上記のような当社の経営の特質を考慮すると、大規模買付行為が当社に

与える影響や、当社の経営に参画したときに大規模買付者が予定している経営方針

や事業計画の内容等（当社の顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダ

ーとの関係についての方針を含みます。）は、その継続保有を検討するうえで重要

な判断材料であるはずです。 同様に、当社取締役会が当該大規模買付行為について

どのような意見を有しているのかも、当社株主にとっては重要な判断材料となると

考えます。 

これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者か

ら事前に、株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報

が提供されるべきである、という結論に至りました。当社取締役会は、かかる情報

が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の検討を速や

かに開始し、外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形成し

公表いたします。さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての

交渉や株主の皆様に対する当社取締役会としての代替案の提示も行います。かかる

プロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつ

つ、大規模買付者の提案と(当社取締役会から代替案が提示された場合には)その代

替案を検討することが可能となり、最終的な応否を適切に決定する機会を与えられ

ることとなります。 

このようなルールの設定については、裁判所においても「経営支配権を争う敵対

的買収者が現れた場合において、取締役会において、当該敵対的買収者に対し事業

計画の提案と検討期間の設定を求め、当該買収者と協議してその事業計画の検討を

行い、取締役会としての意見を表明するとともに、株主に対し代替案を提示するこ

とは、提出を求める資料の内容と検討期間が合理的なものである限り、取締役会に

とってその権限を濫用するものとはいえない」と判示され、その正当性が是認され

ているところです（東京地方裁判所平成17年7月29日決定）。 

そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が、上記の見解を具体化した一定の合

理的なルールに従って行われることが、当社及び当社株主全体の利益に合致すると

考え、下記２．のとおり事前の情報提供に関する一定のルール(以下「大規模買付ル

ール」といいます。)を設定することといたしました。 
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２．大規模買付ルールの内容 

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、大規模買付者が①事前に当社取

締役会に対して必要かつ十分な情報を提供しなければならず、②その後当社取締役

会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為を開始することが

できる、というものです。 

具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様

の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必

要情報」といいます。)を提供していただきます。本必要情報の具体的内容は大規模

買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以

下の事項を含みます。 

①大規模買付者及びそのグループの概要（大規模買付者の事業内容、当社の事業

と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。） 

②大規模買付行為の目的及び内容 

③当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け 

④当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本

政策、配当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」といいます。） 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛

に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案

する大規模買付行為の概要を明示し、大規模買付ルールに従う旨を表明した意向表

明書をご提出いただくこととし、当社は、かかる意向表明書受領後10営業日以内に、

大規模買付者から当初提供いただくべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に

交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは当

社株主の皆様の判断又は当社取締役会としての意見形成のためには不十分と認めら

れる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加

的に情報提供を求めます。大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に

提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる

場合には、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。 

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者

が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金(円貨)

のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間(その他の大規

模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のた

めの期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として与えられるべきものと

考えます。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始され

るものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家等の助言を受け

ながら、提供された本必要情報を十分に評価･検討し、当社取締役会としての意見を

慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模

買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に

対し代替案を提示することもあります。 
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３．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当

該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表

明したり、代替案を提示したりすることにより、当社株主の皆様を説得するに留め、

原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買

付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示

する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことにな

ります。もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規

模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締

役会は当社株主の皆様の利益を守るために適切と考える方策を取ることがあります。

当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうか否かの検討及び判断に

ついては、その客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者

の提供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、外部専門家等の助言を

得ながら当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容（目的、方法、対象、

取得対価の種類・金額等）や当該大規模買付行為が当社株主全体の利益に与える影

響を検討し、社外監査役を含む当社監査役の意見を尊重した上で決定することとい

たします。 

（２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買

付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益を守る

ことを目的として、新株予約権の発行等、商法その他の法律及び当社定款が認める

対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。具体的にいかなる手

段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選

択することとします。具体的対抗措置として株主割当てにより新株予約権を発行す

る場合の概要は別紙に記載のとおりですが、実際に新株予約権を発行する場合には、

議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属する者（但し、本日時点でこれ

に属する者及びあらかじめ当社取締役会が同意した者を除きます。）ではないこと

を新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及

び行使条件を設けることがあります。 

 

４．株主・投資家に与える影響等 

（１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断す

るために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、

さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とし

ています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為
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に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主

全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設

定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるもの

であり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。 

なお、上記３．において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守

するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社

株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、

当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的として、商法その他の法律及び当社

定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組

上当社株主の皆様（大規模買付ルールに違反した大規模買付者及び当社株主全体の

利益を著しく損なうと認められるような大規模買付行為を行う大規模買付者を除き

ます。）が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じる

ことは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した

場合には、法令及び証券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。 

なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行についての当社

株主の皆様に関わる手続きについては、次のとおりとなります。すなわち、新株予

約権の発行につきましては、新株予約権の行使により新株を取得するために所定の

期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。かかる手続きの詳細

につきましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別

途お知らせいたします。但し、名義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、新

株予約権を取得するためには、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割

当期日までに、名義書換を完了していただく必要があります。 

 

５．大規模買付ルールの有効期限 

上記対応方針の有効期限は、本年4月30日までとします。但し、本年3月に開催さ

れる当社定時株主総会終了後本年4月30日までに開催される当社取締役会において、

上記対応方針を継続することを決定した場合、かかる有効期限は更に1年間延長され

るものとし、以後も同様とします。当社取締役会は、上記対応方針を継続することを

決定した場合、その旨を速やかにお知らせします。但し、当社取締役会は、かかる方

針を継続することを決定した場合であっても、企業価値ひいては株主価値向上の観点

から、いわゆる新会社法及び証券取引法を含めた関係法令の整備等を踏まえ、上記対

応方針を随時見直していく所存です。なお、当社は、当社取締役の経営責任をより明

確化するために、上記定時株主総会において定款を変更して取締役の任期を1年にす

る予定です。また、かかる任期の短縮により、現任取締役のうち本来改選期に該当し

ない者についても当該定時株主総会終結時をもって任期満了となり、それらの取締役

を含む現任取締役の全員につき再任いただくことを当該定時株主総会の議案とする
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予定です。そのため、上記対応方針の1年ごとの継続を決定する取締役会は、当社定

時株主総会で毎年選任される取締役で構成されることになり、これにより当該対応方

針の継続につき、株主の皆様の実質的なご承認を1年ごとにいただくこととなります。 

 

以 上
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別紙 

新株予約権概要 

 

1. 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 

 

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又

は記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社

普通株式を除く。）1株につき1個の割合で新株予約権を割当てる。 

 

2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる

株式の総数は、(a)59,000,000株又は(b)その時点における当社普通株式の発行する

株式の総数から当社普通株式の発行済株式総数を減じた株式数のうち、いずれか少

ない方の株式数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社取

締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、

所要の調整を行うものとする。 

 

3. 発行する新株予約権の総数 

 

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、

複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。 

 

4. 新株予約権の発行価額 

 

無償とする。 

 

5. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

 

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は1円以上で当社取締役会が定め

る額とする。 

 

6. 新株予約権の譲渡制限 

 

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 
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7. 新株予約権の行使条件 

 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、本日時点でこれに属

する者及びあらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。）ではないこと等を行使

の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとす

る。 

 

8. 新株予約権の行使期間等 

 

新株予約権の行使期間、消却事由及び消却条件その他必要な事項については、当社

取締役会が別途定めるものとする。 

 

以 上 

 


